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マイナンバー対応に関するご相談は協会までお問合せください（担当：医療情報部℡045‐313‐2111）。

記
載
理
由
は「
法
令
順
守
」が
大
半

送
付
方
法
に
は
慎
重
姿
勢
も

住
民
税
通
知
書
へ
の
番
号
記
載
に
関
す
る
自
治
体
調
査

生
活
現
場
か
ら
自
治
体
を
動
か
す

住
民
の
声
を
届
け
よ
う

マイナンバー

市町村
① 住民税決定通
知書へのマイ
ナンバー記載

②送付方法

横浜市 検討中 検討中

川崎市 － －

相模原市 記載 検討中

横須賀市 検討中 普通郵便

平塚市 記載 普通郵便

鎌倉市 － －

藤沢市 検討中 検討中

小田原市 記載 簡易書留（検討中）

茅ヶ崎市 検討中 検討中

逗子市 検討中 検討中

三浦市 記載 普通郵便（予定）

秦野市 記載（予定） 検討中

厚木市 記載 簡易書留（検討中）

大和市 記載（予定） 普通郵便（予定）

伊勢原市 記載（予定） 簡易書留（検討中）

海老名市 記載（予定） 普通郵便（予定）

座間市 記載（予定） 普通郵便（予定）

南足柄市 記載（予定） 普通郵便（予定）

綾瀬市 記載 検討中

葉山町 記載 普通郵便（予定）

寒川町 検討中 検討中

大磯町 記載（予定） 普通郵便（予定）

二宮町 検討中 普通郵便（予定）

中井町 記載（予定） 普通郵便（予定）

大井町 記載 未定

松田町 記載（予定） 検討中

山北町 記載 普通郵便（予定）

開成町 記載（予定） 普通郵便（予定）

箱根町 記載（予定） 簡易書留（予定）

真鶴町 記載 普通郵便

湯河原町 記載（予定） 普通郵便（予定）

愛川町 検討中 検討中

清川村 記載（予定） 検討中

図2：誰にとっても「百害あっても一利なし」のイメージ

表：各自治体の回答結果
　

医
療
情
報
部
は
昨
年
末
、
自

治
体
が
事
業
者
に
送
付
す
る

「
住
民
税
決
定
通
知
書
（
事
業

者
用
）」
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

記
載
な
ど
に
つ
い
て
、
県
内
の

全
３３
市
町
村
に
質
問
状
を
送

付
。
３１
市
町
村
よ
り
回
答
が
あ

っ
た
（
左
表
／
１
面
参
照
）
。

　

内
訳
は
図
１
①
の
通
り
。「
記

載
す
る
」
、
「
記
載
す
る
予
定
」

と
の
回
答
は
、
合
わ
せ
て
２３
自

治
体
（
７４
・
２
％
）
、
「
検
討
中
」

は
８
自
治
体
（
２５
・
８
％
）
。
「
記

載
し
な
い
」
と
回
答
し
た
自
治

体
は
ゼ
ロ
だ
っ
た
。

　

「
記
載
す
る
（
予
定
含
む
）
」

と
回
答
し
た
自
治
体
の
コ
メ
ン

ト
で
は
、
「
総
務
省
令
に
従
い

個
人
番
号
を
記
載
す
る
予
定
」
、

「
総
務
省
が
示
し
て
い
る
通
り

取
扱
う
」
、
「
番
号
法
や
地
方
税

法
、
総
務
省
の
見
解
等
に
則
し

て
適
切
に
対
応
す
る
」
な
ど
、

法
令
・
省
令
順
守
を
理
由
と
す

る
意
見
が
大
半
を
占
め
た
。

　

同
通
知
書
の
送
付
方
法
に
つ

い
て
は
図
１
②
の
通
り
。
１５
自

治
体
（
４８
・
４
％
）
が
「
普
通

郵
便
（
予
定
含
む
）
」
と
回
答

し
た
。
対
象
群
を
「
記
載
す
る

（
予
定
含
む
）」
と
回
答
し
た
２３

自
治
体
に
絞
る
と
、
「
普
通
郵

便
（
予
定
含
む
）
」
が
１３
自
治

体
（
５６
・
５
％
）
、
「
簡
易
書
留
」

が
４
自
治
体
（
１７
・
４
％
）
、「
検

討
中
」
が
５
自
治
体
（
２１
・
７

％
）
と
な
っ
た
（
図
１
③
）
。

　

普
通
郵
便
で
の
送
付
理
由
に

つ
い
て
は
、「
総
務
省
の
見
解
」
、

「
国
か
ら
郵
送
方
法
は
特
定
さ

れ
て
い
な
い
」
な
ど
、
国
の
意

向
に
従
う
意
見
が
あ
っ
た
。
一

方
、
「
簡
易
書
留
」
、
「
検
討
中
」

と
回
答
し
た
自
治
体
で
は
、「
誤

配
送
等
の
リ
ス
ク
に
対
応
」
、

「
特
定
記
録
郵
便
で
送
付
で
き

る
よ
う
予
算
要
望
し
て
い
る
」

な
ど
、
慎
重
な
姿
勢
を
示
す
意

見
が
見
ら
れ
た
。

百
害
あ
っ
て
一
利
な
し

記
載
し
な
い
自
治
体
も

　

住
民
税
決
定
通
知
書
（
事
業

者
用
）
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記

載
は
、
自
治
体
に
と
っ
て
事
務

軽
減
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
は
皆
無

で
、
む
し
ろ
リ
ス
ク
が
増
大
す

る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
付
き
の
個
人

情
報
は
「
特
定
個
人
情
報
」
と

位
置
づ
け
ら
れ
、
通
常
の
個
人

情
報
よ
り
も
厳
し
い
規
程
や
罰

則
の
も
と
、
厳
重
な
保
護
対
策

が
必
要
と
な
る
。
同
通
知
書
を

普
通
郵
便
で
送
付
し
、
誤
配
や

紛
失
な
ど
が
起
こ
っ
た
場
合
、

自
治
体
は
事
後
対
応
や
損
害
賠

償
な
ど
過
重
な
負
担
を
背
負
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
普
通
郵
便

で
な
く
簡
易
書
留
で
送
付
す
る

場
合
、
１
通
に
つ
き
プ
ラ
ス
３

１
０
円
の
費
用
負
担
が
生
じ
る
。

　

１
面
で
も
指
摘
し
た
通
り
、

事
業
者
に
は
更
な
る
管
理
や
責

任
を
押
し
付
け
、
従
業
員
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
。
誰

に
と
っ
て
も
「
百
害
あ
っ
て
一

利
な
し
」
で
あ
る
（
図
２
）
。

　

自
治
体
の
行
う
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
関
連
事
務
が
国
か
ら
委
託
さ

れ
た
「
法
定
受
託
事
務
」
で
あ

り
、
法
令
・
省
令
に
順
守
す
る

立
場
に
あ
る
こ
と
は
理
解
す

る
。
し
か
し
、
自
治
体
が
最
優

先
す
べ
き
は
地
域
の
住
民
や
事

業
者
の
安
心
・
安
全
だ
。

　

県
外
に
目
を
向
け
る
と
、
す

で
に
同
通
知
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
を
記
載
し
な
い
と
決
め
て
い

る
自
治
体
も
あ
る
。
東
京
都
中

野
区
は
、
▽
普
通
郵
便
で
の
送

付
は
漏
洩
の
リ
ス
ク
が
あ
る
こ

と
、
▽
簡
易
書
留
で
の
送
付
は

約
１
千
２
０
０
万
円
の
負
担
増

に
な
る
こ
と
―
な
ど
を
理
由

に
、
昨
年
末
の
段
階
で
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
記
載
し
な
い
方
針
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

住
民
税
決
定
通
知
書
（
事
業

者
用
）
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記

載
を
止
め
さ
せ
る
に
は
、
住
民

や
事
業
者
な
ど
生
活
現
場
か
ら

多
く
の
声
を
上
げ
、
自
治
体
を

動
か
す
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。

　

協
会
は
各
市
町
村
の
２
月
・

３
月
議
会
に
向
け
て
、
①
同
通

知
書
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載

し
な
い
こ
と
、
②
同
通
知
書
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
記
載
欄
を
追
加

し
た
総
務
省
令
の
撤
回
を
求
め

る
意
見
書
を
国
に
提
出
す
る
こ

と
―
の
２
点
を
求
め
る
陳
情
を

提
出
す
る
予
定
だ
。

　

会
員
諸
氏
に
お
い
て
は
、
医

院
の
従
業
員
と
協
同
し
て
、
居

住
す
る
市
町
村
に
同
趣
旨
の
意

見
・
要
望
を
届
け
て
い
た
だ
き

た
い
（
例
文
参
照
）
。
ど
の
市

町
村
も
、「
市
長
へ
の
手
紙
」、

「
市
民
か
ら
の
提
案
」
な
ど
の

名
称
で
、
市
民
か
ら
の
意
見
を

広
聴
す
る
事
業
を
行
っ
て
い

る
。
送
付
方
法
は
郵
便
の
ほ
か
、

メ
ー
ル
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

の
入
力
な
ど
、
自
治
体
ご
と
に

様
々
あ
る
の
で
、
ネ
ッ
ト
で
検

索
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

協
会
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

の
廃
止
・
凍
結
に
向
け
て
、
係

争
中
の
違
憲
訴
訟
を
柱
に
今
後

も
運
動
を
強
化
し
て
い
く
所
存

で
あ
る
。
会
員
諸
氏
の
ご
協
力

を
お
願
い
す
る
。

実　　施：神奈川県保険医協会・医療情報部
実施期間：2016年12月12日～12月27日
調査対象：県内33市町村
調査方法： 郵送による質問状・回答用紙の

送付、郵送・FAXによる返信
結　　果：回答31市町村（回答率93.9％）

① 通知書へのマイナンバー記載

③ 「①」で「記載する」、「記
載する予定」と回答した
群の送付方法 

図1：回答結果（集計）

 （n=31）

②送付方法 

 （n=31）

 （n=23）

【例文　従業員向け】
　XX市が職場に送付する「住民税の
決定・変更通知書（特別徴収義務者用）」
に、2017年度分から個人番号を記載
すると聞きました。
　私の意思に関わらず、自治体が私の
個人番号を職場に勝手に知らせること
は、プライバシーの侵害に他ならない
と思います。また、住民税の給与天引
きに個人番号は必要ないと聞きます。
無用な個人番号の通知は漏洩・流出の
リスクを高めるだけです。
　以上の理由から、通知書に個人番号
を記載しないでください。


